
別紙４（担い手育成支援事業に係る運用）

第１ 定義

この運用における定義は、次のとおりとする。

１ 「事業別年償還金」とは、県営ほ場整備事業、団体営土地改良総合整備事業等の事

業（第３の１に定める事業に限る。）ごとの年償還金をいう。

２ 「合算年償還金」とは、育成支援事業（要綱第３の１の（３）の事業をいう。以下

同じ。）の対象となる事業地区に係る事業別年償還金を合算したものをいう。

３ 「ピーク時合算年償還金」とは、育成支援計画（要綱第８の２の育成支援計画をい

う。以下同じ。）の認定を受けようとする年度以降において、最大となる合算年償還

金をいう。

４ 「ピーク時戸当たり合算年償還金」とは、ピーク時合算年償還金を育成支援事業の

対象となる事業地区の受益農家戸数で除した額をいう。

５ 「ピーク時10アール当たり合算年償還金」とは、ピーク時合算年償還金を育成支援

事業の対象となる事業地区の受益面積で除して10アール当たりに換算した額をいう。

６ 「担い手への農用地利用集積率」とは、事業地区内の農用地面積に対する、担い手

の事業地区内における経営等農用地の面積の割合をいう。

７ 「担い手農用地集積増加率」とは、事業認定時における担い手の経営等農用地の面

積に対して、事業認定後に事業地区内において増加する経営等農用地の面積の割合を

いう。

８ 「経営等農用地」とは、所有権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を

有する（農業経営委託を受ける場合を含む。）農用地又は農作業受託により農作業を

行っている農用地をいう。

９ 「担い手」とは、実施要領第５に定める担い手をいう。ただし、同要領第５中「次

に定める基準のいずれかを満たす経営体」とあるのは、「第７に定める基準を勘案し

て土地改良区等が関係機関の意見を聞いて、今後、経営等農用地面積の拡大を通じて

育成すべきものとして定める経営体」とするものとする。

第２ 助成金の交付対象

要綱第３の１の（３）の農村振興局長が定める市町村に対して助成金を交付する場合

とは、以下の場合とする。

１ 育成支援事業の事業地区において土地改良区が設立されていない場合

２ 育成支援事業の事業地区内の受益者全員の同意を得て市町村が育成支援計画の認定

を申請した場合

第３ 育成支援事業の対象となる事業及び負担金

１ 要綱第３の１の（３）の農村振興局長が定める土地改良事業等（以下「対象事業」

という。）とは、平成６年３月31日までに採択された以下の事業とする。

（１）土地改良法に基づき公共事業として実施された土地改良事業（農業生産基盤整備



に係るものに限る。）

（２）独立行政法人水資源機構事業

（３）独立行政法人森林総合研究所事業（農用地総合整備事業、農用地等緊急保全整備

事業及び濃密生産団地建設事業によるものに限る。以下同じ。）

（４）国の補助を受けないで行われる土地改良法に基づく土地改良事業であって、

（１）、（２）及び（３）の事業を補完し、かつ、一体的に実施されていると認め

られる事業

２ 要綱第３の２の（１）の農村振興局長が定める負担金のうち、育成支援事業に係る

負担金とは、次に掲げるものとする。ただし、担い手育成基盤整備関連流動化促進事

業（担い手育成基盤整備関連流動化促進事業実施要綱（平成９年10月８日付け９構改

Ｄ第641号農林水産事務次官依命通達）に基づく事業をいう。）の対象となるものを

除くものとする。

（１）国営土地改良事業の受益者負担金

（２）独立行政法人水資源機構事業の受益者負担金

（３）独立行政法人森林総合研究所事業の受益者負担金

（４）その他土地改良事業に要する経費に充てるための借入れに係る償還金

第４ 事業の認定期間

育成支援事業の認定は、平成７年度から平成12年度までの期間において行うものとす

る。

第５ 事業地区の要件

１ 要綱第３の１の（３）の農村振興局長が定める要件は、次のとおりとする。

（１）当該事業地区が次のいずれかの要件に該当することが確実であることを都道府県

知事が認定したものであること。

① 事業認定の年度から起算して５年以内に、担い手農用地集積増加率がおおむね

30％を超えること。

② 次のいずれかの要件に該当する地区のうち、ア及びイに該当する地区において

は事業認定の年度から起算して５年以内、ウに該当する地区においては事業認定

の年度から起算して３年以内に、担い手農用地集積増加率がおおむね20％を超え

ること。

ア 担い手への農用地利用集積率が20％以上となる地区。

イ 担い手への農用地利用集積率が10％以上となる地区であって、かつ、担い手

の経営等農用地面積が４ha／戸以上となる地区。

ウ 担い手への農用地利用集積率が10％以上となる地区。

③ 都道府県知事が地域の特別の事情を勘案し、地方農政局長（北海道にあっては

農村振興局長、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長。以下同じ。）と協議

して定める要件（以下「特認要件」という。）を満たすこと。

なお、特別の事情とは、例えば、地区の担い手が土地利用型農業以外を目指す



場合をいう。

（２）当該事業地区について、次のいずれかに該当すること。

① ピーク時10アール当たり合算年償還金が３万円以上（北海道にあっては、２万

円以上）となること。

② ピーク時戸当たり合算年償還金が20万円以上（北海道にあっては、40万円以

上）となること。

③ ピーク時10アール当たり合算年償還金が、都道府県知事が地域の特別の事情を

勘案し、地方農政局長と協議して認定する額（以下「特認額」という。）以上と

なること。

２ 土地利用の高度化に積極的に取り組む地区に交付される助成金（以下「土地利用高

度化加算」という。）の交付を受けようとする地区については、１の要件に加えて、

当該年度から５年以内に次のいずれかの要件に該当することが確実であることを都道

府県知事が認定したものであることを要する。

（１）対象事業地区の耕地利用率又は本地利用率（以下「土地利用率」という。）につ

いて、次のいずれかを満たすこと。

① 対象事業地区が属する都道府県の昭和60年における土地利用率の平均値を超え

ること。

② 都道府県知事が地方農政局長と協議して定めた値を超えること。

（２）対象事業地区における畑利用水田面積（水稲以外の作物（原則として収穫のある

ものに限る。）の生産に供される水田の面積。以下同じ。）に占める飼料作物の作

付割合が20％以上であり、かつ、当該地区が属する都道府県の平均作付率以上であ

ること。

（３）対象事業地区の地域水田農業ビジョン（米政策改革基本要綱（平成15年７月４日

付け15総合第1604号農林水産事務次官依命通知）第Ｉ部の第５に基づき作成する地

域の水田農業全体のビジョン）において、具体的な目標を掲げられている作物（米

及び飼料作物を除く。）から重点的に取り組む作物を１以上選択し、選択した作物

の当該地区における畑利用水田面積に占める作付割合（以下「地区割合」とい

う。）が、対象事業地区が属する市町村等における畑利用水田面積に占める作付割

合（以下「市町村割合」という。）と比べ、次のとおりとなること。

① 市町村割合が15％未満の場合にあっては、地区割合が25％以上となること。

② 市町村割合（Ａ％）が15％以上50％未満の場合にあっては、地区割合が(6/7)

×(A-15)+25ポイント以上となること。

③ 市町村割合（Ａ％）50％以上90％未満の場合にあっては、地区割合が(7/8)×

(A-50)+55ポイント以上となること。

④ 市町村割合が90％以上の場合にあっては、地区割合が市町村割合以上となるこ

と。

３ １にかかわらず、土地利用高度化加算の交付のみを受けようとする地区（以下「広

域・専業特例地区」という。）については、要綱第３の１の（３）の農村振興局長が

定める要件は、次の全ての要件を満たし、かつ、当該年度から５年以内に２のいずれ



かの要件に該当することが確実であることを都道府県知事が認定したものであること

とする。

① 地区面積が1,000ヘクタール以上の広域的な地区であること。

② 専業農家及び第Ⅰ種兼業農家の占める割合が、戸数又は面積で２分の１以上で

あること。

③ ピーク時戸当たり合算年償還金が10万円以上であること。

４ １の（２）の③の特別の事情とは、例えば次のような事情をいう。

（１）対象事業のうち、その受益面積に占める農畜産物の輸入枠の拡大又は輸入の自由

化の影響を受ける作目の作付面積の割合がおおむね３分の１以上となっているもの

があること。

（２）土地改良施設の維持管理費の合計が10アール当たり年間5,000円を超えること。

（３）当該事業地区において、専業農家及び第Ⅰ種兼業農家の占める割合が戸数又は面

積でおおむね３分の１以上となること。

第６ 事業地区の設定

１ 育成支援計画において定める事業地区（以下単に「事業地区」という。）は、原則

として以下によるものとするが、これによりがたい場合は、土地利用・水利用・集落

等の単位を勘案して定めるものとする。

（１）同一土地改良区等（育成支援計画の認定を申請する土地改良区又は市町村をいう。

以下同じ。）に複数の対象事業の施行に係る区域（以下「対象区域」という。）が

ある場合には、それぞれの対象区域について、育成支援計画を作成するものとする。

（２）土地改良区等は、第５の１の（２）に定める要件に該当する対象区域が二以上あ

り、かつ、それが重複する場合には、一の対象区域のうち当該重複する区域及びそ

の他の区域をそれぞれ一の事業地区とすることができる。

（３）土地改良区等は、二以上の対象区域が重複する場合であって、それぞれの対象区

域が第５の１の（２）に定める要件に該当せず、かつ、当該重複する区域が当該要

件に該当する場合には、当該重複する区域を一の事業地区とすることができる。

２ 育成支援計画においては、既に認定を受けた他の育成支援計画に係る事業地区の全

部又は一部を含めて事業地区を設定することはできない。

第７ 担い手の基準

１ 農業者（農地所有適格法人を含む。）の場合

認定農業者（農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第12条第１項の認定

を受けた者）であること又は次に掲げるすべての要件を備えていること。

ア 専ら又は主として農業経営に従事すると認められる16歳以上の農業従事者がいる

ものであること又は後継者が近く農業に従事する見込みがあると認められること。

（農地所有適格法人にあっては、常時従事者たる構成員の中に当該農業従事者がい

るものであること。）

イ その者が現に農業経営者として農業に従事しているか、新規就農希望者（農業後



継者を含む。）又は新たな分野の農業を始めようとする農業者であって、かつ、農

業によって自立しようとする意欲と必要な知識及び技術を有すると認められること。

ウ 事業認定の年度から起算して５年以内に経営等農用地の面積（農作業受託により

農作業を行っている農用地については、ほ場における基幹作業の面積とする。以下

同じ。）の合計面積（農地所有適格法人にあっては、経営等農用地の面積をその常

時従事者たる構成員の数で除した面積）がおおむね３ヘクタール（北海道にあって

は、北海道知事があらかじめ農村振興局長の意見を聴いて地域ごとに定める面積）

を超えていること。なお、この適用が困難な地域にあっては、土地改良区は、都道

府県知事と協議して他の面積とすることができるものとするが、この協議に際して

都道府県知事はあらかじめ地方農政局長の意見を聴くものとする。

２ 生産組織の場合

認定農業者であること又は次に掲げるすべての要件を備えていること。

ア 農業者の組織であり、その構成員の加入脱退にかかわらず、同一の目的を有する

組織体として存続し、代表者、組織の運営、機械・施設の管理利用、受託料金等に

関する規約を定めているものであること。

イ 主たる従事者の中に、１のア及びイの要件を満たす者がいること。また、事業認

定の年度から起算して５年以内に、ほ場における基幹作業についてそれぞれのオペ

レーターの作業面積（生産組織における受託以外で自らの所有権等に基づき農作業

を行っている場合には、当該作業面積を含む。）が、１のウに定める基準を超えて

いること。

３ その他都道府県知事が地方農政局長の意見を聴いて認めた者であること。

第８ 育成支援計画

１ 育成支援計画の作成

要綱第８の２の育成支援計画の作成は、次によるものとする。

（１）育成支援計画の作成に当たって、土地改良区等は、あらかじめ市町村、農業委員

会、その他関係機関の意見を聴くものとする。

（２）育成支援計画には、次の事項について定めるものとし、別記様式第１号によるも

のとする。

① 計画概要

ア 申請主体

イ 事業地区

② 利用集積計画

ア 農業構造再編の目標

・農業経営基盤強化促進法第５条に基づく都道府県の基本方針、同法第６条に

基づく市町村の基本構想等当該地域の農業構造の再編に関すること。

イ 担い手等の見通し

・担い手の現況と目標に関すること。

・利用集積の目標とその方法に関すること。



③ 助成計画

ア 対象事業等

・対象となる事業と適用要件に関すること。

イ 助成額と助成金の使途

・助成金の交付期間及び毎年度の助成額に関すること。

・助成金の使途と年次計画に関すること。

④ 推進体制

ア 事業の推進体制の整備と活動内容に関すること。

⑤ その他必要な事項

（３）土地改良区が育成支援計画を作成しようとする事業地区内に、他の土地改良区の

区域が含まれる場合には、当該土地改良区の間で協議調整の上、事業の申請を行う

一の土地改良区を定め、計画を作成するものとする。

２ 育成支援計画の申請

育成支援計画の認定を申請するに当たっては、土地改良区が申請を行う場合にあっ

ては総会等の議決、市町村が申請を行う場合にあっては事業地区内の受益者全員の同

意を得るものとする。

３ 地方農政局長との協議

都道府県知事は、要綱第８の３の（４）の通知を行うに当たっては、あらかじめ地

方農政局長と協議するものとする。

第９ 事業の管理等

１ 事業の実績及び要件達成の報告

（１）土地改良区等は、毎年度、当該年度の事業実績を要綱第２の公募団体（以下同

じ。）に報告するものとし、公募団体は、当該実績を都道府県に報告するものとす

る。

（２）第５の１の（１）、第５の２、第５の３のいずれかの要件を達成した場合、土地

改良区等は、公募団体に要件達成の報告を第５の１の（１）、第５の２、第５の３

のそれぞれについて行うものとする。

（３）公募団体は、土地改良区等から（２）の報告があった場合、都道府県にその旨を

通知し、都道府県知事の承認を受けるものとする。

（４）公募団体は、（３）の都道府県知事の承認を受けた後、農村振興局長に要件達成

の報告を行うものとする。

２ 育成支援事業の打切り

（１）第５の１の（１）に定める期間を経過しても１の（４）による第５の１の（１）

の要件を達成した旨の報告がない場合には、公募団体は、当該報告のない事業地区

については、その期間を過ぎた以降の育成支援事業を実施しないものとし、その旨

を都道府県及び土地改良区等に通知するものとする。

（２）土地利用高度化加算については、第５の２又は第５の３に定める期間を経過して

も１の（４）による第５の２又は第５の３の要件を達成した旨の報告がない場合、



又は１の（４）の報告後、１の（１）による実績報告において第５の２若しくは第

５の３の要件を達成していない旨が２か年度連続して報告された場合（都道府県知

事が災害等により要件を達成することが不可能であることを地方農政局長と協議し

て認めた年度を除く。）には、公募団体は、当該事業地区について、その期間を過

ぎた以降の助成金の交付は実施しないものとし、その旨を都道府県及び土地改良区

等に通知するものとする。

（３）公募団体は、（１）及び（２）の育成支援事業及び土地改良高度化加算の助成金

の交付を実施しない旨を都道府県及び土地改良区等に通知した場合には、農村振興

局長に報告するものとする。

３ 助成金の使途

土地改良区等は、交付された育成支援助成金を、次の経費以外に充ててはならない。

（１）調整活動経費

農用地の効率的利用を図るための土地・水利用調整に要する経費

（２）高度化経費

畦畔除去等の農用地及び土地改良施設の効率的利用を図るための整備に要する経

費

（３）負担金軽減経費

土地改良負担金の軽減に要する経費

第10 助成の限度

１ 助成金の額

各年度の助成金の額は、次に掲げる額のうち最小となる額を限度とする。ただし、

公募団体が第９の１の（４）の報告を受ける年度までは、その額の２分の１の額を限

度とする。

① 事業地区における対象事業の受益者負担金又は償還金に係る償還利息から別記

「利子助成限度の適用基準」に定める助成限度利息に相当する利息を差し引いた

額。ただし、土地利用高度化加算の交付を受けようとする地区（広域・専業特例

地区を除く）については、別記「利子助成限度の適用基準」に定める助成限度利

息から１％を引いた利息に相当する利息を差し引いた額。

② 広域専業特例地区については、事業地区における対象事業の受益者負担金又は

償還金に係る償還利息の１％に相当する額

③ 合算年償還金から２に定める助成金交付基準額を差し引いた額

２ 助成金交付基準額

助成金交付基準額は、（１）の基準年償還額以上の額とする。ただし、基準年償還

額が （２）の額を下回る場合は（２）の額以上の額とする。

（１）基準年償還額は、次に掲げる額のうち最小となる額とする。

① 10アール当たり３万円（北海道にあっては、２万円）

② 20万円（北海道にあっては、40万円）に育成支援事業の対象となった事業地区

の受益農家戸数を乗じ、当該事業地区の受益面積で除して10アール当たりの額に



換算した額

③ 特認額

④ 広域・専業特例地区については、10万円に育成支援事業の対象となった事業地

区の受益農家戸数を乗じ、当該事業地区の受益面積で除して10アール当たりの額

に換算した額

（２）ピーク時10アール当たり合算年償還金からおおむね30パーセントを減じた額

第11 都道府県の指導等

要綱第19の２の（１）に基づき、都道府県が行う土地改良区等への指導は、以下のも

のとする。

１ 育成支援事業実施状況の確認及び報告

２ 土地改良区等への農用地利用集積に関する助言及び指導

３ 土地改良区等への土地利用の高度化に関する助言及び指導

第12 育成支援事業の推進体制

土地改良区は、育成支援事業を実施するに当たり、当該土地改良区等を中心とし、農

業委員会、地域農業改良普及センター、農業協同組合、市町村等のメンバーで構成する

育成支援事業推進のための協議会を組織し、当該育成支援事業の円滑な推進に努めるも

のとする。

第13 その他

要綱第20に基づく育成支援事業の実績の報告については、別記様式第２号によるもの

とする。



別記
利子助成限度の適用基準

第１ 助成限度利息の算定基準
要領別紙４の第10の１の①の額は、次に掲げる助成限度利息を基に算定する。

助 成 限 度 利 息（％）
目標

担い手の農用地集積要件 基 準 金 利 （％） 適 用
水準 4.0%以下 4.0%超 4.5%超 5.0%超

4.5%以下 5.0%以下

要領別紙４の第５の１ １．助成限度利息
１ の(１)のいずれかの要件 ２.００ ２.５０ ３.００ ３.５０ は、助成金の交

に該当する場合。 付を受けようと
する前年度の９

担い手への農用地利用 月１日時点での
集積率が10％以上となっ 基準金利により
た地区であって、かつ、 決定する。
担い手農用地集積増加率
がおおむね40％を超えた ２．基準金利は、
地区。 農村振興局長が

ただし、次のいずれか 別に定めるもの
の要件に該当する場合 とする。
は、担い手農用地集積増
加率がおおむね30％を超 ３．要領別紙４の
えた地区。 第５の(１)のう
(１)担い手への農用地利 ち、①又は②の

用集積率が20％以上と 要件を達成し、
２ なった地区。 ２.００ ２.００ ２.２５ ２.７５ 要領別紙４の第

(２)担い手への農用地利 ９の１の(４)の
用集積率が10％以上と 報告を行った地
なった地区であって、 区において、引
かつ、担い手の経営等 き続き集積を行
農用地面積が４ha／戸 い左に示す目標
以上となった地区。 水準２又は３の

(３)担い手への農用地利 要件を満たした
用集積率が10％以上と 地区は、要領別
なった地区。ただし、 紙４の第９の１
本要件の適用は、要領 の（４）により
別紙４の第５の１の 集積達成の報告
（１）の②のウの要件 を行った場合、
を達成した地区に限 助成限度利息を
る。 変更できる。

担い手への農用地利用
集積率が10％以上となっ
た地区であって、かつ、
担い手農用地集積増加率
がおおむね50％を超えた
地区。

ただし、次のいずれか
の要件に該当する場合
は、担い手農用地集積増
加率がおおむね40％を超
えた地区。
(１)担い手への農用地利

用集積率が20％以上と
３ なった地区。 ２.００ ２.００ ２.００ ２.００

(２)担い手への農用地利
用集積率が10％以上と
なった地区であって、
かつ、担い手の経営等
農用地面積が４ha／戸
以上となった地区。

(３)担い手への農用地利
用集積率が10％以上と
なった地区。ただし、
本要件の適用は、要領
別紙４の第５の１の
（１）の②のウの要件
を達成した地区に限
る。

第２ 経過措置
平成９年度までに本事業の認定を受けた地区についても、平成10年度以降において第１に

掲げる「助成限度利息の算定基準」を適用できるものとする。



別記様式第１号

県 名

当初認定年度

認定地区番号

担 い 手 育 成 支 援 計 画

○ ○ 地 区

（ 第 ○ 回 変 更 ）

平 成 ○ ○ 年 ○ ○ 月

○ ○ 土 地 改 良 区



県 内 位 置 図

担 い 手 育 成 支 援 計 画 図

○ ○ 県 ○ ○ 地 区

縮尺＝１／

凡 例

市 町 村 行 政 界

土 地 改 良 区 界

育 成 支 援 計 画 界

区

分
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（１）農用地集積要件

（２）金額要件

（３）特認額を適用する場合の申請要件

（４）土地利用高度化加算要件
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３．地区の概要

４．利用集積目標

５．助成計画

第２章 利用集積計画

１．農業構造再編の目標

（１）都道府県の基本方針

（２）市町村の基本構想
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（１）事業別償還金
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（３）土地利用高度化加算後に係る助成額の算出
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（１）助成予定額

（２）助成金の使途

（３）重複団体

第４章 推進体制

第５章 その他必要な事項



平成○○年度 ○○地区 担い手育成支援計画
（平成○○年度認定 第○回変更）

認定地区番号

申 請 者 名 代 表 者 名 所 在 地 対象受益面積 対象受益戸数

〒 TEL ha 戸

第１章 総括表

１．申請要件

（１）農用地集積要件

要 領 集 積 要 件 該当有無 備 考
別紙４

①担い手農用地集積増加率おおむね３０％を超えること
第
５ ア 農用地利用集積率が２０％以上
の ②担い手農用地集積増加率が
１ イ 農用地利用集積率が１０％以上かつ４ha／戸以上
の おおむね２０％を超えること

（１） ウ ３年以内に集積増加率が２０％を超えかつ農用地利用集積率が１０％以上

③特認要件

（２）金額要件

要 領 区 分 金 額 要 件 該当有無 備 考
別紙４

①ピーク時１０ａ当たり合算年償還額 ３（ ２）万円／１０ａ

第 ②ピーク時戸当たり合算年償還額 ２０（４０）万円／戸
５
の ③自由化作物作付率特認額 １万円／１０ａ
１ 特
の ④維持管理費特認額（１０ａ当たり） 円／１０ａ 基準年償還額－（維持管理費－２，０００円 ）

（２） 認
⑤専業＋第Ⅰ種兼業農家特認額（１０ａ当たり） 円／１０ａ 地区内の１０ａ当たり農業所得×０．２

額
⑥その他（１０ａ当たり） 円／１０ａ

注）上表（ ）は、北海道の要件を示す。



（３）特認額を適用する場合の申請要件

自由化作物作付率（ｈａ，％） 専業＋Ⅰ種兼業農家率（戸，ｈａ，％） 維 持 管 理 費
市町村名

農 産 物 の 自由化作物 自由化作物 農 家 戸 数 専 業 農 家 Ⅰ 種 兼 業 専 ＋ Ⅰ 種 専 ＋ Ⅰ 兼 維持管理費
作 付 面 積 作 付 面 積 作 付 率 農 家 農 家 合 計 農 家 率 円／１０ａ

① ② ③＝②／① ① ② ③ ④＝②＋③ ④／①

維持管理費

の 内 容
計

要 件 自由化作物作付率≧おおむね１／３ 専業＋Ⅰ種兼業農家率≧おおむね１／３ 維持管理費≧５，０００円 ／１０ａ

（４）土地利用高度化加算要件

要 領 区 分 該当有無 備 考
別紙４

①土地利用率について ア．昭和６０年の県平均値を超えること
次のいずれかを満た
すこと イ．都道府県知事が定めた値を超えること

第
５ ②対象事業地区における畑利用水田面積に占める飼料作物の作付割合が２０％以上であ
の り、かつ、当該地区が属する都道府県の平均作付率以上であること
２

③対象事業地区の地域水田農業ビジョンにおいて、具体的な目標を掲げられている作物
（米及び飼料作物を除く。）から重点的に取り組む作物を１以上選択し、選択した作
物の当該地区における畑利用水田面積に占める作付割合が、対象事業地区が属する市
町村等における畑利用水田面積に占める作付割合と比べ一定以上増加すること

①地区面積が１，０００ｈａ以上の広域的な地区
第 広域・専業
５ ②専業及び第１種兼業農家の占める割合が、戸数又は面積で１／２以上
の 特例地区
３ ③ピーク時合算年償還額が１０万円／戸以上

２．地区設定の理由



３．地区の概要

対 象 受 益 面 積 （ｈａ） 対 象 戸当たり
市 町 村 名 受益戸数 受益面積 備 考

田 畑 樹園地 その他 計 (戸) (ha/戸)

計

４．利用集積目標

農 用 地 農 用 地
備 考

利用集積率 集積増加率

% % 担い手戸数 戸、農地所有適格法人 法人、生産組織 組織

５．助成計画

ピーク時年償還額 円/10a 総 償 還 額 千円 償 還 期 間 平成 年度 ～ 平成 年度

助成金交付基準額 円/10a 助 成 予 定 額 千円 助 成 期 間 平成 年度 ～ 平成 年度

助 成 限 度 利 息 ％ 主 な 対 象 事 業



第２章 利用集積計画

１．農業構造再編の目標

（１）都道府県の基本方針

①効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標

効率的かつ安定的な農業経営が都道府県における農用地の利用に占める面積のシェアの目標 ％ 目 標 年 次 平成 年度

（２）市町村の基本構想

①効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標

効率的かつ安定的な農業経営が市町村における農用地の利用に占める面積のシェアの目標 ％ 目 標 年 次 平成 年度

（３）農業構造再編の目標

(10年後)

２．担い手の見通し

項 目 大 規 模 農 家

生 産 組 織 数 そ の 他 備 考

区 分 担い手農家戸数 農地所有適格法人数

現 在 戸 法人 組織

目 標 戸 法人 組織



３．利用集積目標

（１）農用地集積増加率の算定

担 い 手 目 標 面 積 ｈａ

経 営 等 農 用 地 面 積 （ｈａ）
農 農 年 後 増

継 現 在 目 標
家 家 者

担 い 手 農 家 名 の 計 所有耕地 使用収益権 基幹作業 計 所有耕地 使用収益権 基幹作業 加
区 番 有 設 定 地 受 託 地 設 定 地 受 託 地

無
分 号 齢 地区 地区 地区 地区 地区 地区 地区 地区 地区 地区 地区 地区 地区 地区 地区 地区 率

① 内② 外 内 外 内 外 内 外 内③ 外 内 外 内 外 内 外

大

模

模

経

営

農

家

計

生

産

組

織

計

合 計（地区全体）

注）１．認定農業者には、農家番号に○を付ける。

２．増加率とは、「農用地集積増加率」をいい、（③－②）÷①により算定する。



（２）農用地利用集積率の算定

農 用 地 面 積（対象受益面積） (A) ha

担 い 手 へ の 使 用 収 益 権 設 定 面 積
担 い 手 の 基幹作業受託 担 い 手 へ の 農 用 地

区 分 経営基盤強化 農地法第３条 利用集積面積 利用集積率
所 有 面 積 法による賃借 による賃借権 そ の 他 計

(B) 権設定 設定 (C) うち担い手へ 計
の利用集積面

ha ha ha ha ha 積
現 在 (D) (E=B+C+D) (E/A*100)

ha ha ha ha ha ha ha ％
目 標

（３）農地所有適格法人・生産組織の概要

参 加 農 家 数 常時従事者数 オペレーター数

番号 組 織 名 設 立 年 月 対象作物名

現 在 目 標 現 在 目 標 現 在 目 標



第３章 助成計画

１．対象となる事業

事 業 名 地 区 名 事業主体 工 期 受益面積 受益戸数 総事業費 10a当たり事業費 農家負担率 関 係 土 地 改 良 区 等

ha 戸 百万円 千円 %



２．助成金交付基準額の算定

１０ａ当たり要件 戸当たり要件 ※１

３０，０００円／10a ２００，０００円／戸

特 認 要 件

(北海道20,000円/10a) (北海道400,000円/戸)

10a当たり換算 自 由 化 作 目 作 付 特 認 維 持 管 理 費 特 認 専業＋第Ⅰ種兼業特認

200,000/平均戸当たり面積

特 認 額 特 認 額 特 認 額

円/10a 円/10a 円/10a 円/10a

どちらか低いもの いずれか低いもの

円/10a 円/10a

ﾋﾟｰｸ時10a当たり合算年償還額

円/10a

どちらか低いもの

基準年償還額 上の額から30%以内を減じた額

円/10a 円/10a

いずれか高い方を選択

※１ 広域・専業特例地区については、１００，０００円／戸とする。 助成金交付基準額 円/10a



３．助成額の算定

（１）事業別償還金

番 号 ／ 事 業 名 地 区 名

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 計
借 入 年 度

借 入 額(円)

償 還 利 率(％)

償還期間 据置

(年) 償還

番 号 ／ 事 業 名 地 区 名

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 計
借 入 年 度

借 入 額(円)

償 還 利 率(％)

償還期間 据置

(年) 償還

番 号 ／ 事 業 名 地 区 名

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 計
借 入 年 度

借 入 額(円)

償 還 利 率(％)

償還期間 据置

(年) 償還



（２）農地利用集積に係る助成額の算出

対象受益面積 ha 助 成 金 交 付 基 準 額⑥ 円/10a

項 目 助成 合 算 年 償 還 額 （総額） １ ０ ａ 当 た り 指 標 助 成 予 定 額 計 算 全体額(農地利用集積)
限度

償還 利息 年償還額 元金償還 約定利息 助成限度 年 償 還 額 元 金 償 還 約 定 利 息 助成限度利息 助成限度償還 超過１ 超過２ 助成額⑨ 償還額 年償還額 助 成 予 定 額
年度 (％) 利 息 ① ② ③=①-② ④ ⑤=②+④ ⑦=①-⑥ ⑧=①-⑤ min⑦,⑧ ⑩=①-⑨ ⑪

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

計



（３）土地利用高度化加算後に係る助成額の算出

対象受益面積 ha 助 成 金 交 付 基 準 額⑥ 円/10a

項 目 ※ 合 算 年 償 還 額（総額） １ ０ ａ 当 た り 指 標 助 成 予 定 額 計 算 全体額(土地利用高度化加算後)
助成限

償還 度利息 年償還額 元金償還 約定利息 助成限 年 償 還 額 元 金 償 還 約 定 利 息 助成限度利息 助成限度償還 超過１ 超過２ 助成額⑮ 償還額 年償還額 助 成 予 定 額
年度 (％) 度利息 ① ② ③=①-② ⑫ ⑬=②+⑫ ⑦=①-⑥ ⑭=①-⑬ min⑦,⑭ ⑯=①-⑮ ⑰

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

計

※ 助成限度利息から土地利用高度化加算分（１％）を引いた利息とする。

注）土地利用高度化加算の助成が無い場合は、本資料は省略する。



（４）全体助成額

対象受益面積 ha 助 成 金 交 付 基 準 額 ⑥ 円/10a

項 目 ※ 合 算 年 償 還 額（総額） 助 成 予 定 額 １ ０ ａ 当 た り 指 標
助成限

償還 度利息 年償還額 元金償還 約定利息 助成限 加算後 加算前 加算分 年 償 還 額 元 金 償 還 約 定 利 息 助成限度利息 加算後助成額 加算前助成額 加算分助成額
年度 (％) 度利息 ⑰ ⑪ ⑱=⑰-⑪ ① ② ③=①-② ⑫ ⑮ ⑨ ⑲=⑮-⑨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

計

※ 助成限度利息から土地利用高度化加算分（１％）を引いた利息とする。

注）土地利用高度化加算の助成が無い場合は、本資料は省略する。



償 還 グ ラ フ
単 位 ： 千 円

年

償

還

額

年 度

－ 年償還額 ＋ 元金償還額 ◇ 助成限度償還額 －－ 助成基準額



４．助成金の支出計画

（１）助成予定額

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 計
支 出 年 度

助成限度利息(％)
農 地
利 用 助成予定額（Ａ） 円
集 積

未達成の間１／２ 円

加 算 利 息 ( ％ ) １％ １％ １％ １％ １％ １％ １％ １％ １％ １％ １％ １％
土地利
用高度 助成予定額（Ｂ） 円
化加算

未達成の間１／２ 円

助 成 総 額（Ａ＋Ｂ） 円

（２）助成金の使途

助 成 金 の 使 途 配 分 割 合 具 体 的 な 使 途

農 用 地 の 効 率 的 利 用 を 図 る た め の 土 地 ・ 水 利 用 調 整 に 要 す る 経 費 ％

畦畔除去等の農用地及び土地改良施設の効率的利用を図るための整備に要する経費 ％

土 地 改 良 負 担 金 の 軽 減 に 要 す る 経 費 ％

合 計 １００ ％

（３）重複団体

名 称 助 成 割 合 代表団体 所 管 事 業 名

％

％

％

％

％

合 計 １００ ％



第４章 推進体制

１．推進体制図

担い手育成支援事業○○地区担い手育成支援計画推進協議会

（平成 年 月 日 設立）

代 表 者

構 成

メンバー

２．活動内容

第５章 その他必要な事項



（参考）担い手別地番別利用集積一覧表
①担い手農家

担 い 手 所有農家 現況計画 面 的 集 積 方 法
小 字 地 番 面 積

番 号 番 号 区 分 自 己 所 有 貸借権等設定 基幹作業受託 合 計

現 況

合 計 団 地 計 画

計



②生産組織

担 い 手 所有農家 現況計画 面 的 集 積 方 法
小 字 地 番 面 積

番 号 番 号 区 分 自 己 所 有 貸借権等設定 基幹作業受託 合 計

現 況

合 計 団 地 計 画

計



別記様式第２号

平成 年度担い手育成支援事業実績報告書

１ 平成 年度担い手育成支援事業認定状況

（単位：地区数）

継 続

都道府県名 新 規 全 体

継 続 変 更 完了予定

２ 平成 年度担い手育成支援事業実施状況

（単位：地区数）

未 償 還 年度償還額

都道府県名 助 成 額

残 元 金 元 金 利 息 合 計


